
☆対象者数

2014年5月 2105年3月 増減 2015年5月 2016年3月 増減

要支援１ 1,065 1,090 25 1,107 1,226 119
要支援２ 1,058 1,168 110 1,164 1,130 34
その他対象者 － － － 115 165 50
合計 2,123 2,258 135 2,386 2,521 203

☆サービス利用状況

2014年5月 2015年3月 増減 2015年5月 2016年3月 増減

訪問介護 520 562 42 647 513 △134
通所介護 623 749 126 863 764 △99
おうちでリハビリ － 4 4 6 7 1
まるごと元気アップ 44 35 △11 30 38 8
お元気ランチ 98 110 12 109 107 △2
合計 1,285 1,460 173 1,655 1,429 △226
(注)△は減少　２０１４年度はモデル事業、２０１５年度から本格実施
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２
０
１
５
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
介

護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

（
以
下
「
新
総
合
事
業
」
）
か
ら
一

年
経
過
。
こ
の
事
業
は
、
要
支
援
１
、

２
の
方
の
訪
問
介
護
、
通
所
介
護
を

全
国
一
律
の
介
護
保
険
か
ら
切
り
離

し
、
各
自
治
体
が
行
う
「
新
総
合
事

業
」
に
移
行
さ
せ
る
も
の
で
す
。

「
新
総
合
事
業
」

で
要
支
援
の
み
な
さ

ん
の
訪
問
介
護
や
通

所
介
護
の
利
用
状
況

が
ど
う
な
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。
当

局
は
「
こ
れ
ま
で
と

変
わ
ま
せ
ん
」
と
い
っ

て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
昨
年
４
月

か
ら
本
格
実
施
さ
れ

た
「
新
総
合
事
業
」

の
最
新
デ
ー
タ
を
出
し
て
も
ら
い
ま

し
た
（
左
表
）
。
そ
れ
を
見
る
と
要

支
援
１
、
２
の
方
は
、
２
０
１
５
年

度
で
昨
年
５
月
か
ら
１
５
３
人
増
加
、

一
方
訪
問
・
通
所
介
護
利
用
は
合
計

で
２
３
３
人
減
少
。
訪
問
介
護
は
、

約
一
年
間
で
２
割
以
上
の
減
少
で
す
。

こ
の
要
因
に
つ
い
て
、
区
側
か
ら
ま

だ
説
明
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
新
規
利

用
者
数
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
を
止
め
た

方
の
理
由
、
多
職
種
に
よ
る
地
域
ケ

ア
会
議
の
内
容
（
介
護
サ
ー
ビ
ス

「
卒
業
」
へ
の
誘
導
な
ど
な
い
か
？
）

な
ど
分
析
と
検
証
が
必
要
で
す
。

大
事
な
こ
と
は
、
お
一
人
お
一
人

の
高
齢
者
の
み
な
さ
ん
に
、
身
体
状

況
や
家
庭
状
況
な
ど
実
態
を
き
ち
ん

と
ふ
ま
え
、
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス

が
提
供
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
で
す
。

横山幸次区議のホームペー

ジ・ブログ・ツイッター

をご覧下さい。横山幸次

で検索して下さい。

裏面 荒川区の災害時

備蓄状況など…

６月６日(月)
午後６時～８時

横山区議事務所

ツ
ツ
ジ
か
ら
バ
ラ
の
花
へ
！
都
電
沿

線
を
彩
る
バ
ラ
の
花
も
今
が
盛
り
と
ば

か
り
に
咲
き
誇
っ
て
い
ま
す
。
初
夏
と

も
い
え
る
強
い
日
の
光
を
浴
び
て
何
と

も
刺
激
的
な
彩
り
を
醸
し
出
し
て
い
ま

す
。
淡
い
色
か
ら
ビ
ロ
ー
ド
色
の
重
厚

な
花
ま
で
目
と
心
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ

ま
す
ね
。
バ
ラ
の
市
も
盛
況
だ
っ

た
よ
う
で
す
。
バ
ラ
は
、
春
と

秋
に
二
度
花
を
咲
か
せ
ま
す
。

で
も
初
夏
に
咲
く
バ
ラ
の
花
は
、

格
別
で
す
。

と
こ
ろ
で
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
花
が

咲
く
時
期
は
来
る
の
で
し
ょ
う
か
？
必

ず
来
ま
す
。
私
た
ち
の
自
覚
し
た
意
志

で
、
主
権
者
が
国
民
で
あ
る
と
宣
言
し

た
日
本
国
憲
法
の
理
念
を
実
現
す
る
正

念
場
に
来
た
よ
う
で
す
。

横
山
幸
次

弁護士と横山区議が相談をお受けし

ます。秘密は厳守します。お急ぎの場

合は、北千住法律事務所の相談日など

ご紹介します。

生活相談は、随時受付ています。

TEL&FAX ３８９５－０５０４
不在時は、留守電へ、後で連絡します。

区役所控室 ３８０２－４６２７



名称 所在地 床面積

①
荒川防災備
蓄倉庫

荒川三丁目3
番3号

649.67㎡

②
町屋備蓄倉
庫

町屋三丁目
27番10号

148㎡

③
尾久備蓄倉
庫

西尾久八丁目
10番5号

149㎡

④
日暮里備蓄
倉庫

西日暮里五丁
目38番2号

154㎡

⑤
汐入公園防
災備蓄倉庫

南千住八丁目
13番2号

335㎡

荒川区の備蓄倉庫一覧

大
地
震
な
ど
に
よ
る
災
害
で
は
、

多
く
の
方
が
住
宅
、
食
料
、
飲
料

水
を
含
め
生
活
手
段
を
失
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
荒
川

区
は
、
最
低
３
日
分
の
生
活
物
資

な
ど
の
備
蓄
を
区
内
５
カ
所
の
備

蓄
倉
庫
と
小
中
学
校
な
ど
40
カ
所

の
ミ
ニ
備
蓄
倉
庫
に
保
管
し
て
い

ま
す
（
左
表
・
区
の
備
蓄
一
覧
）
。

熊
本
地
震
で
は
、
物
資
は
あ
っ
て

も
配
布
体
制
が
不
備
で
避
難
所
に

届
か
な
い
、
避
難
所
以
外
の
方
に

物
資
が
届
か
な
い
…
な
ど
な
ど
多

く
の
課
題
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
こ
れ
ら
は
決
し
て
熊
本
だ

け
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
荒

川
区
な
ど
大
都
市
で
は
、
物
資
は
あ
っ

て
も
狭
隘
な
道
路
や
密
集
市
街
地
で

の
建
物
倒
壊
な
ど
で
届
け
る
こ
と
事

態
の
困
難
が
容
易
に
予
測
さ
れ
ま
す
。

一
次
避
難
所
の
小
中
学
校
に
は
ミ
ニ

備
蓄
倉
庫
が
あ
り
ま
す
が
、
二
次
避

難
所
、
福
祉
避
難
所
の
備
蓄
な
ど

ど
う
し
て
い
く
の
か
課
題
で
す
。

ま
た
、
家
庭
で
の
備
蓄
に
つ
い
て

も
再
検
証
す
る
と
き
で
す
。

中小零細の事業所は、専任の経理担当者がいない、従

業員の出入りが多いなど特別徴収に消極的だったのを自

治体も認めてきました。しかし、来年度から事業主が徴

収を怠ると事業主への滞納処分が発生します。東京都は、

来年度から住民税の滞納抑制のために所得税の源泉徴収

と同じように「事業主が従業員の住民税を給与天引きし

て一括納入すること」を徹底しようとしています。65歳

以上の方はすでに年金天引きですが、小規模事業所で働

く区民のうち約３万人が新たに特別徴収になります。中

小零細事業所の事務作業への影響も懸念されます。マイ

ナンバー制度と合わせて、アルバイト・副業も含め完全

に庶民の所得・納税が管理されそうです。税金納付は必

要なことですが、給与が上がらず生活費に食い込む重た

い税金、医療・年金保険

料は、深刻です。中小零

細企業に勤め、やむなく

滞納して納付書で分割納

付している方（5,000人以

上）にも配慮が必要です。

戦争法廃止…２０００万署名にご協力を
全国１２００万人（５／３現在）の署名が集まっています
戦争させない・９条壊すな！総がかり実行委員会は、戦争法廃

止に向け６月末をめざし引き続き２０００万をめざして署名の取

り組みを呼びかけています。

請願事項は、①戦争法である「平和安全保障関連法」をすみや

かに廃止してください②立憲主義の原則を堅持し、憲法９条を守

り、いかしてください…です。

署名用紙は、総がかり実行委員会のホームページ（http://soga

kari.com）からもダウンロードできます。また横山幸次区議事務

所にも置いてありますのでお問い合わせ下さい。

また署名用紙

の投函ポストを

横山事務所に設

置しました。

みなさんの引

き続くご協力を

お願いします。

（区のホームページから）

※上表の番号を地図に落とすと

当面、普通徴収を認める場合

①総従業員が２名以下

②他の事業所で特別徴収

③給与が少なく天引きできない

④給与支払いが不定期

⑤事業専従者（個人事業主）

⑥退職者又は、退職予定者


